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役場からのお知らせ役場からのお知らせ

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
方
へ

◆
限
度
額
適
用
認
定
証
と

◆
限
度
額
適
用
認
定
証
と

　

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
に
つ
い
て

　

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
に
つ
い
て

　

入
院
な
ど
の
高
額
な
医
療
費
が
見
込
ま
れ
る
場
合
に
は
、

あ
ら
か
じ
め
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
を
医
療
機
関
に
提
示

す
る
と
、
医
療
機
関
窓
口
で
の
支
払
い
が
自
己
負
担
限
度
額

ま
で
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
が
入

院
を
す
る
場
合
に
「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定

証
」
を
医
療
機
関
に
提
示
す
る
と
、
入
院
時
の
食
事
代
の
自

己
負
担
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

　

「
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
に
つ
い
て
は
、
入
院
期
間

が
90
日
を
超
え
た
場
合
、
再
度
申
請
を
す
る
と
入
院
時
の
食

事
代
が
さ
ら
に
減
額
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は

お
問
い
合
せ
下
さ
い
。

　

「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
と
「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担

額
減
額
認
定
証
」
は
、
申
請
に
よ
り
交
付
し
ま
す
。
年
齢
と

住
民
税
の
課
税
状
況
に
よ
っ
て
、
交
付
さ
れ
る
認
定
証
と
自

己
負
担
限
度
額
の
区
分
が
異
な
り
ま
す
。

現
在
お
使
い
の
、

●
限
度
額
適
用
認
定
証

●
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
に

つ
い
て
は
、
令
和
３
年
８
月

１
日
か
ら
使
用
で
き
ま
せ
ん
。

更
新
が
必
要
な
方
は
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
申
請
・
更
新
に
必
要
な
も
の

◆
申
請
・
更
新
に
必
要
な
も
の

●
保
険
証

●
印
鑑

●
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
確
認
で
き
る
も
の

●
お
持
ち
の
認
定
証
（
更
新
の
方
）

●
３
ヶ
月
分
の
病
院
の
領
収
書
、
入
院
期
間
の
証
明
書　

　

な
ど
（
入
院
が
90
日
を
超
え
た
場
合
）

※
所
得
の
申
告
を
し
て
い
な
い
方
は
、
所
得
の
申
告
を
し
な

い
と
認
定
証
が
交
付
で
き
ま
せ
ん
。

※
特
別
な
事
情
が
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
国
保
税
を
滞
納
し
て

い
る
方
に
は
認
定
証
は
交
付
さ
れ
ま
せ
ん
。

問
い
合
わ
せ
先　

住
民
生
活
課　

保
険
窓
口
班　

都
築

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
の
方
へ

◆
令
和
３
年
度
の
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
に
つ
い
て

◆
令
和
３
年
度
の
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
に
つ
い
て

　

新
年
度
の
被
保
険
者
証
は
「
う
す
紫
色
」
で
す
。

　

７
月
下
旬
に
被
保
険
者
の
方
へ
郵
送
し
ま
す
。
被
保
険
者

証
が
届
き
ま
し
た
ら
記
載
内
容
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

◆
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
に
つ
い
て

◆
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
に
つ
い
て

　

住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
や
、
医
療
費
負
担
割
合
が
３

割
の
方
（
現
役
並
み
所
得
）
で
所
得
が
１
４
５
万
円
以
上

６
９
０
万
円
未
満
の
方
は
、
入
院
ま
た
は
高
額
な
外
来
診
療

を
受
け
る
際
に
、
申
請
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
「
限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
を
医
療
機
関
や
薬
局
な
ど
へ
提

示
す
る
と
、
窓
口
で
の
医
療
費
の
自
己
負
担
額
や
入
院
時
の

食
事
代
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。
令
和
２
年
度
に
交
付
さ
れ
て
い

る
方
は
申
請
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
新
た
に
令
和
３
年
度

か
ら
必
要
な
方
は
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

現
在
お
使
い
の

●
「
茶
色
」
の
被
保
険
者
証

●
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
減
額
認
定
証
に

つ
い
て
は
、
令
和
３
年
８
月
１
日
か
ら
使

用
で
き
ま
せ
ん
。
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

住
民
生
活
課　

保
険
窓
口
班　

川
村

個
人
番
号
カ
ー
ド
の
受
け
取
り
に
つ
い
て

　

個
人
番
号
カ
ー
ド
を
窓
口
で
受
け
取
る
際
は
、
次
の
も
の

が
必
ず
必
要
で
す
の
で
、
忘
れ
ず
に
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

◆
は
が
き
（
個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
通
知
書
・
電
子
証
明
書

発
行
通
知
書
兼
照
会
書
）

◆
本
人
確
認
が
で
き
る
書
類
（
運
転
免
許
証
、
旅
券
、
在
留

カ
ー
ド
の
う
ち
１
点
。
こ
れ
ら
を
お
持
ち
で
な
い
場
合
、

「
氏
名
・
住
所
」
も
し
く
は
「
氏
名
・
生
年
月
日
」
入
り

の
も
の
２
点
）

　

受
け
取
り
に
は
、
原
則
本
人
の
来
庁
が
必
要
で
す
。
病
気

や
障
害
等
の
理
由
で
窓
口
へ
の
来
庁
が
で
き
な
い
と
認
め
ら

れ
る
場
合
に
の
み
、
代
理
人
の
受
け
取
り
が
可
能
と
な
り
ま

す
。
理
由
に
よ
っ
て
は
代
理
人
へ
の
交
付
が
で
き
な
い
場
合

が
あ
り
ま
す
の
で
、
事
前
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

15
才
未
満
や
成
年
被
後
見
人
の
方
が
申
請
者
で
あ
る
場
合

は
、
法
定
代
理
人
が
受
け
取
り
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

お
仕
事
等
で
開
庁
時
間
内
に
来
庁
で
き
な
い
と
い
う
方
は
、

休
日
に
も
対
応
し
ま
す
。
必
ず
事
前
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※
シ
ス
テ
ム
の
運
用
上
、
交
付
手
続
き
が
で
き
な
い
日
も
あ

り
ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

住
民
生
活
課　

保
険
窓
口
班　

三
谷

浄
化
槽
を
設
置
し
ま
せ
ん
か

　

浄
化
槽
の
設
置
に
よ
り
、
快
適
な
生
活
環
境
の
向
上
を
図

る
こ
と
を
目
的
と
し
た
補
助
金
制
度
が
あ
り
ま
す
。
取
付
工

事
は
簡
単
で
、
小
型
浄
化
槽
の
場
合
、
乗
用
車
１
台
分
の
面

積
が
あ
れ
ば
設
置
で
き
ま
す
。
令
和
３
年
度
の
補
助
金
交
付

申
請
の
受
付
を
し
て
い
ま
す
の
で
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

◆
浄
化
槽
と
は

◆
浄
化
槽
と
は

　

台
所
や
お
風
呂
か
ら
の
生
活
雑
排
水
を
、
し
尿
と
併
せ
て

処
理
で
き
る
浄
化
槽
の
こ
と
で
す
。
性
能
は
優
れ
て
お
り
、

下
水
処
理
場
の
高
級
処
理
機
並
み
に
排
水
を
浄
化
し
ま
す
。

【
補
助
対
象
者
】

【
補
助
対
象
者
】

　

居
住
し
て
い
る
住
宅
で
、
汲
み
取
り
槽
お
よ
び
単
独

浄
化
槽
か
ら
、
合
併
浄
化
槽
へ
転
換
す
る
。

【
保
守
点
検
と
清
掃
】

【
保
守
点
検
と
清
掃
】

　

年
１
回
以
上
の
清
掃
と
、
定
期
的
な
保
守
点
検
が
必

要
で
す
。
登
録
・
許
可
を
受
け
た
業
者
が
実
施
し
ま
す
。

ま
た
、
毎
年
浄
化
槽
法
定
検
査
（
水
質
検
査
な
ど
）
が

必
要
で
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

住
民
生
活
課　

環
境
水
道
班　

横
山

大
豊
町
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
提
供

木
材
再
利
用
ア
イ
デ
ア
コ
ン
テ
ス
ト
に
つ
い
て

　

本
町
は
日
本
の
木
材
活
用
リ
レ
ー
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
協
力

者
と
し
て
２
０
２
０
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン

ピ
ッ
ク
競
技
大
会
の
選
手
村
施
設
『
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
プ
ラ
ザ
』

の
建
設
に
対
し
町
産
材
の
提
供
を
行
っ
て
い
ま
す
。
大
会
終

了
後
に
は
『
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
レ
ガ
シ
ー
』
と
し
て
木
材
が
返

却
さ
れ
ま
す
。
こ
の
『
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
レ
ガ
シ
ー
』
の
再
利

用
方
法
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
ア
イ
デ
ア
コ
ン
テ
ス
ト
を

開
催
し
ま
す
。

　

詳
細
に
つ
い
て
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
情
報
を
公
開
し
て
い
ま
す
の
で
ご

覧
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

産
業
建
設
課　

産
業
振
興
班　

宮
内

大
豊
町
事
業
者
支
援
給
付
金
に
つ
い
て

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
に
よ
り
影
響
を
受
け
て

い
る
町
民
の
雇
用
を
支
援
す
る
た
め
、
町
内
の
事
業
者
に
対

し
て
給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。

　

申
請
の
相
談
な
ど
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
対
象
事
業
者
】

【
対
象
事
業
者
】

　

基
準
日
（
令
和
３
年
４
月
１
日
）
に
お
い
て
、
４
つ

の
条
件
す
べ
て
に
該
当
す
る
事
業
者

①
町
内
に
事
業
所
を
有
す
る
大
豊
町
商
工
会
の
会
員
で

あ
り
法
人
で
あ
る
こ
と
。

②
給
付
金
申
請
時
点
以
後
も
事
業
を
継
続
す
る
意
思
が

あ
り
、
令
和
３
年
２
月
か
ら
同
年
５
月
の
間
に
お
い

て
、
１
か
月
の
売
上
額
が
前
々
年
同
月
比
で
10
％
以

上
減
少
し
て
い
る
こ
と
。

③
町
税
の
滞
納
が
な
い
こ
と
。

④
事
業
所
に
属
す
る
社
会
保
険
の
対
象
者
で
あ
る
町
内

在
住
の
者
が
勤
務
し
て
い
る
こ
と
。

【
給
付
額
】

【
給
付
額
】

　

基
準
日
か
ら
継
続
的
に
勤
務
し
て
い
る
事
業
所
に
属

す
る
社
会
保
険
の
対
象
で
あ
る
町
内
在
住
者
一
人
に
つ

き
５
万
円

【
申
請
受
付
期
間
】

【
申
請
受
付
期
間
】

　

令
和
３
年
８
月
31
日
（
火
）
ま
で

【
申
請
方
法
】

【
申
請
方
法
】

　

左
記
の
書
類
を
産
業
振
興
班
へ
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

●
大
豊
町
事
業
者
支
援
給
付
金
交
付
申
請
書
兼
請
求
書

●
事
業
所
に
属
す
る
社
会
保
険
の
対
象
者
が
勤
務
し
て

い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
書
類
（
例
：
保
険
証
の
写

し　

等
）

●
減
収
が
確
認
で
き
る
帳
簿
等

問
い
合
わ
せ
先　

産
業
建
設
課　

産
業
振
興
班　

石
川

応募資格：町内在住の平成 15 年 4 月以降に

　　　　　生まれた方

応募締切：令和３年９月 10 日（金）必着

応募内容：返却される木材を利用した自由な発想を

　　　　　イラストや文章でお寄せください。

補助金限度額（1基当たり）

処理対象人員

（人槽）
補助金限度額

5 人槽

小家族住宅用
33 万 2 千円

7人槽普

通住宅用
41 万 4 千円

10 人槽

二世帯 ･

大家族住宅用

54 万 8 千円

国や県の補助事業のため、補

助金に限りがあります。令和

３年度中に設置される方を、

現在受け付けていますので、

お早めにお申し込みください。

70 歳未満の

被保険者

70 歳以上の

被保険者

住民税

課税世帯

限度額認定証

（水色）

交付なし 

（注１）

住民税

非課税世帯

限度額適用・

標準負担額減額認定証

（きみどり色）

交付される認定証の区分と証の色

（注１）… 所得区分現役並みⅠ及びⅡ（課税所得が 145

万円以上 690 万円未満）の方は限度額適

用認定証（りんどう色）を交付


